
ZEHは新たなステージへ

　既に多くの工務店が
手掛けているネット・ゼ
ロ・エネルギー・ハウス
（ZEH）。これから住まい
を取得するにあたり、同
基準に適合する住まいを
求めるお客様も少なくな
いでしょう。その ZEHで
すが、今後新たな定義を
定め、令和9 年（2027 年）
度から新基準で運用する
方針であることが明らか
となりました。
　経済産業省・資源エネ
ルギー庁は 5 月12日、第
48回総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネ
ルギー分科会省エネルギー小委員会（委員長＝田辺新
一早稲田大学理工学術院創造理工学部教授）を開催。
この中で事務局が ZEHの定義見直し案を提示、昨年末
に補正予算で措置されたGX 志向型住宅の要件と同じ
断熱等級 6、一次エネルギー消費量のBEI 0.65を目指す
方針を示しました。
　同小委員会は、省エネルギーや新エネルギーに関す
る施策を検討し、エネルギー基本計画の具体化や見直
しを行う役割を持ちます。具体的にはエネルギーの安定
供給と脱炭素化を両立させるため、省エネ技術の開発・
普及、非化石エネルギーへの転換、需要側管理の強化
を進めています。
　今回定義見直し案は 4 年前の令和 3 年に閣議決定さ
れた第 6 次エネルギー基本計画で示された考えの延長
線上にあるもの。こうした方針を受け、今年 2 月に閣議
決定された「第 7 次エネルギー基本計画」や「GX2040
ビジョン」では、エネルギー安定供給、経済成長、脱炭
素の同時実現に取り組む考えを強調。特に「GX2040ビ
ジョン」では、省エネルギー性能の大幅な引上げや自家
消費型太陽光発電の促進を行うよう、ZEHの定義を見

直すことを記載していました。

基準と要件
　改めてZEHの新定義案は、住宅性能表示制度におけ
る断熱等級を現行の5から6に引き上げ、一次エネルギー
消費量削減率も20％から35％に強化するもの。このう
ち、戸建住宅については設備要件を設定。初期実効容
量 5kWh 以上の「蓄電池」と、「ディマンド・リスポンス」
（DR）と呼ばれる自家消費や電力供給と需要のバラン
スを保ち、停電を防ぐための高度エネルギーマネジメン
トの設備を求めます。
　例外として再生可能エネルギー設備を設置しない場
合、蓄電池の設置は求めません。またEV 充電器 / 充放
電器については、駐車場のない住宅への設置を求めるこ
とは合理的でないと説明。その代わり推奨事項として導
入検討にあたり必要な情報の説明を行うことを建築士に
求めるとしました。　
　一方、集合住宅では太陽光発電の接続方法の多様性
を考慮。自家消費設備の設置を一律に求めることが困難
なため、今回は設置を求めないとしました。この他、最
長 2030 年までの措置として、角住戸等に限り断熱等級
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テーマ： 「実家の相続に関する意識調査」

持家市場が苦戦する中で、都市型住宅で存在感のある旭化成ホームズのキャンペーン「実家のこれ

から」相談会が話題になっている。「実家の相続」をキーワードとして、単なる二世帯住宅や建て替え

需要を顕在化させる手法から、住み替え売却、資産活用まで顧客の視点から多様な選択肢を提案し

ている。

１． 年度 ～ 月期の住宅着工は前年比マイナス ％

～ 月の新設住宅着工戸数の需要別の動向を見ると、新設住宅合計でマイナス ％、持家需要マイナス

％、貸家需要はマイナス ％、分譲需要はマイナス ％とすべての需要でマイナスに転じた。これは首

都圏における分譲マンションの落ち込み、貸家需要がなかなか回復しないことが大きな要因と考えられる。

住宅会社各社にとっては、今まで持ち家市場を

補完してきた賃貸需要が低迷する中で、メイン市

場である持ち家需要の掘り起こしが課題になって

いる。

この夏の各社のキャンペーンを見ると、積水ハウ

スは「プランニングカフェ 設計相談会」と恒例の

「住まいの参観日」の展開。住友林業は「夏の家

設計相談会」、セキスイハイムは新商品「新型パ

ルフェ発表会」で集客を図っている。

しかし、住団連の「住宅業況調査（第一回 月調

査）」の結果では、展示場来場者や引き合い増加

を示す指数は前年を大きく下回っている。

また、経営者の景況判断調査（第二回 月調査）

の 月から 月の見通しにおいても「消費増税に

よる駆け込みが徐々に発生してくる時期であり、

顧客の動きも活発化してくると思われる」という楽観的な声も聴かれるが、反面「戸数アップは期待できず、

、二世帯住宅などの単価アップに期待」との声もあり、量的拡大といった成果に結びつかないのが現状の

ようだ。

そんな中で、戦略的なマーケティングに定評のある旭化成ホームズのキャンペーンテーマが話題になっ

ている。同社は、首都圏を中心とした大都市圏にターゲット市場を限定し、 会場に複数出展するドミナン

ト展示場戦略や、二世帯住宅、三階建て住宅、賃貸併用型、 子供を持たない共働き世帯 など

新しい住まい方の提案するすることで需要拡大を図ってきた。

今回は「実家と相続」という古くて新しいテーマを取り上げ、生活者調査「実家の相続に関する意識調査」

に基づいたキャンペーンを展開している。 月の受注速報はまだ公表されていないが、関係者の間で話

題になっている。
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5 以上とすることを容
認。ただその際、全
住戸の平均値が断熱
等級 6 の基準値を満
たすことが条件となり
ます。
　ZEH Oriented / 
ZEH-M Oriented の適
用条件についても、地
域性や建物特性を考
慮した上で見直し。新定義では、「再エネ設備」を推奨
事項とし、導入検討にあたり必要な情報の説明を行うこ
とを建築士に求めます。加えて集合住宅では多雪地域と
6階以上を対象とする考えを示しました。
　この他、「新 ZEH+」、「新 ZEH-M+」の再生可能エネ
ルギーを含む一次エネルギー消費量削減率については
115％を要求。同数値は GX 志向型住宅より15％高いも
のとなっています。

新旧定義が1年共存
　現行の ZEH 制度が運用されるのは令和 9 年（2027
年）度までで、1年間新旧定義の併用期間を設けたのち、
令和10 年度以降は新基準のみ認証の取得を受け付けま
す。ただ、令和9 年度までに建設された住宅を改修する
場合は現行定義での認証取得も可能。また、現行基準
ですでにZEH 認証を受けた住宅は新規認証の停止後も
現行定義の利用を継続できることとします。
　なお、今回の案は今後パブリックコメントを経たのち、
正式に決定される見込みです。
　これまで産官学でともに築いてきたZEH。その言葉が
持つ「高性能な住宅」というニュアンスは世間一般にも
浸透しつつあります。ZEHという言葉に訴求力があるの
は確かで、中には「商品にZEHという名称さえついてい
ればお客様から評価いただける」という声もあるようで
す。こうした中、今回新たな基準を設け、それに適合さ
せる言葉を創設するのではなく、既存の ZEHというブ
ランドを維持しながら定義を変える方針を示した経済産
業省資源エネルギー庁の判断は理解できるものといえる
でしょう。
　とはいえ課題もあります。一例として今回の案では令
和9 年（2027 年）度に新旧のZEH 定義を1年間併用す
る予定としています。そのため、今後新旧ZEH 定義を
区別する新たな名称が発表される見込みです。
　ただ、すでに ZEHについては「ZEH+」「Oriented」
「Nearly」など多数の名称が存在。また、令和12 年ま
でには省エネ基準を「ZEH 水準」に引き上げる方針が
掲げられています。

　これら様 な々「ZEH」について、それぞれの内容や違
いを明確に把握できている人は少ないのではないでしょ
うか。ここに新旧定義が加わるとなると、場合によって
は工務店や顧客の間で「次の省エネ基準となるZEH 水
準は新旧どっちだ？」といった混同・混乱が起きる可能
性が懸念されます。このような問題が発生しないよう行
政側には十分な制度の周知、内容の簡素化を求めたい
です。

達成条件の把握を
　もちろん工務店においても最新の情報取得や制度理
解が重要です。新定義案では断熱等級 6、一次エネル
ギー消費量のBEI 0.65を要求していますが、これは子育
てグリーン住宅のGX 志向型住宅の要件と同じ内容。つ
まり、あと3 年弱で現行のGX 志向型住宅に対応できて
いなければ、令和10 年度からは「弊社の住まいは ZEH
の住まいです」と言えなくなってしまうのです。
　さらに今後、太陽光発電設備を搭載したZEH が一般
的になると、発電した電力が家庭だけで消費しきれず、
余剰分が電力網へと逆流してしまう恐れもあります。そ
のため、蓄電池は必須の設備となるがこれらは住宅価格
のさらなる上昇につながるもの。戸建住宅については蓄
電池や高度エネルギーマネジメントの設備の要件化は
新築を手掛ける工務店にとって、大きな試練といえるで
しょう。

今からできることは
　では具体的に今回の発表を受け、どう対応するべきで
しょうか。現時点でGX 志向型住宅を手掛けていない工
務店は、今から同基準達成に向けた準備が必要となりま
す。具体的には高性能断熱材や複層ガラス、高効率給
湯器などの建材を検討し、蓄電池や高度エネルギーマ
ネジメントのサプライヤーと契約交渉を開始し、コスト
見積もりなどを行うべきです。
　先述のとおり同庁は現行のZEH 定義に基づいた認証
を令和 9 年度いっぱい（2028 年 3 月31日）まで使用可
能とする一方、同年度から新定義も併せて運用する方針
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　高性能住宅とは何か。その定義や基準が明確に存在
しているわけではありません。だが、あえていくつかポ
イントを挙げるとすれば、健康・快適性、経済性、安全
性を高次元で実現する住宅といえるのではないでしょう
か。

高性能の具体例
　例えば、健康・快適性については「室内の空気質」や
「温度ムラの低減」などに配慮した住宅が挙げられるで
しょう。高い温熱環境を持つ住宅は、ヒートショックや血
圧上昇の防止につながるエビデンスが発表されており、
将来的に血圧の安定や医療費の節約といった価値を提
供できる可能性があります。
　経済性については「高断熱・高気密や再生可能エネ
ルギーにより、光熱費を削減」することが挙げられます。
さらに高性能な住宅は「長期的な資産価値を維持でき
る」という視点も見逃せません。
　「安全性」については、「耐震・耐風・耐水性能」や「エ
ネルギー自給能力」等が考えられます。近年注目が高まっ
ている「遮音性」などもここに加えてよいでしょう。
　これらの要素は、コロナ禍で在宅時間が増え、熱中症
対策やエネルギー価格高騰への対応が求められる現代
において、ますます重要性を増すものです。工務店は健
康・快適性、経済性、安全性という視点に立脚し、この
ような高性能な住まいづくりをお客様に向けて分かりや
すく提案してください。

ZEHは早急にクリアしたい
　さて、高性能な住宅として思い浮かぶのが、ZEH や
長期優良住宅、GX 住宅などの断熱性能 ・ 一次エネル
ギー消費量性能の等級に優れた規格。省エネ基準であ
る断熱・一次エネ等級 4の住まいづくりを標準化してい
た工務店がこれらの規格に取り組む場合、計画案と準備
期間を設けることが重要です。
　特に国の省エネ政策に基づき、2030 年までに新築で
は断熱等級が住宅性能表示基準における「断熱等性能
等級 5」と「一次エネルギー消費量等級 6」を同時に達
成することが求められます。まだ、新築においてZEH
が標準でない工務店は、早急に同基準のクリアを目指し

高性能な住宅は価値ある投資

てください。
　一方、資材価格の上昇や労働力不足による住宅価
格の高騰が社会問題となる昨今。高性能な住宅が市場
のニーズを得られるのかという疑問もあるかもしれませ
ん。特にお客様から寄せられるこうした疑問について工
務店はどう答えればよいでしょうか。

長期的なコストメリット強調を
　高性能住宅に対する市場ニーズや価格高騰への疑問
に応えるため、工務店は顧客に対し「高性能住宅の価値」
を明確かつ具体的に伝えることが求められます。まず、
住宅価格高騰に対する顧客からの懸念に対しては、「長
期的なコストメリット」と「生活の質の向上」を強調する
ことが有効となりそうです。
　健康・快適性の価値を具体化することも重要なポイン
ト。安全性についても、耐震等級 3や耐風・耐水性能の
高さをアピールするだけでなく、災害時に家族を守り避
難所生活を避けられる住まいとしての価値を訴求してく
ださい。

負担ではなく、価値ある投資
　短期的には価格上昇につながる高性能住宅ですが、
長期的にみれば住まい手にとってメリットのある提案で
す。決して高額な負担ではなく「価値ある投資」として
受け入れられるよう、これらのメリットを把握した上で提
案を進めてください。

です。今回のZEH 定義見直しについて同庁の担当者は
「今後、より高い基準のものが世のスタンダードになる。
住宅関連の事業者の皆様には新しい目標を立てたので、
ぜひこの住宅を目指してほしい」と話しています。

　脱炭素社会実現に向けた大きな動きは住宅業界のみ
ならず、世界の潮流です。工務店各位におかれては、こ
の機会にZEHの新定義対応を進め、未来の住まいづく
りへの取り組みを進めてください。
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キタケイの提供する２つのプライベートブランド 

環境・ぬくもり・素材をテーマとした各種住宅資材  “ スプロートユニバーサル ”  

天然木にこだわったフローリングや壁材  “ リラクシングウッド ” 

企画・製造から販売までトータルにプロデュース、心からご満足いただける住まいづくりを 

バックアップします。 
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リラクシングウッド 
抗菌・抗ウイルス加工 フローリング ウイルスガードコート シリーズ 


